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お
知
ら
せ
N
E
W

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
ご

と
に
計
算
し
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

税
額
は
次
の
3
つ
の
合
計
額
に

貸
金
業
法
が
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た

障
害
者
雇
用
促
進
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

障
害
者
雇
用
促
進
法
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

○
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
の
対

　

象
事
業
主
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

（
常
用
雇
用
労
働
者
201
人
以
上

　

の
事
業
主
が
対
象
と
な
り
ま
し
た
）

○
短
時
間
労
働
（
週
所
定
労
働
時

　

間
20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
）

　

が
障
害
者
雇
用
率
制
度
の
対
象

国
民
健
康
保
険
税
の

限
度
額
を
変
更

　

貸
金
業
法
が
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

○
借
入
総
額
が
「
年
収
の
３
分
の

　

１
」
を
超
え
る
場
合
、
新
規
の

　

借
入
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

○
借
入
れ
の
際
、
基
本
的
に
、
年

　

収
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
に

　

な
り
ま
し
た
。
年
収
を
証
明
す

　

る
書
類
が
な
い
と
、
借
り
ら
れ

　

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
金
融
庁
ウ
ェ
ブ

サ

イ

ト
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
s
a
.

g
o
.
j
p
/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

金
融
庁
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室

　

☎
０
５
７
０-

０
１
６-

８
１
１

　

に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
じ
く
７
月
か
ら
、
除
外

率
が
、
除
外
率
設
定
業
種
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
10
％
引
き
下
げ
ら
れ
し
た
。

　

詳
し
く
は
、

広
島
労
働
局
職
業

安
定
部
職
業
対
策
課
（
☎
０
８
２
‐

５
０
２
‐
７
８
３
２
）
へ
。

平
成
22  
年
度　

第
２
回
竹
原
市
議
会
定
例
会　

　
　
　
　
　
　
　

議
案
13
件
を
可
決　
　
　

　

6
月
15
日
～
17
日
ま
で
の
３
日

間
、
定
例
議
会
が
開
催
さ
れ
、
議

案
13
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
議
案
は
次
の
と
お
り
で

す
。

◇
竹
原
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に

　

つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
竹
原
市
税
条

例
の
一
部
（
市
民
税
関
係
）
改
正

の
専
決
処
分
に
つ
い
て
報
告
す
る

も
の
で
す
。

◇
竹
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

　

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
竹
原
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
（
基
礎

課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
な

ど
）
改
正
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

報
告
す
る
も
の
で
す
。

◇
道
の
駅
た
け
は
ら
設
置
及
び
管

　

理
条
例
案

　

道
の
駅
た
け
は
ら
の
設
置
及
び

管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
で
す
。

◇
竹
原
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例
案

　

地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
必
要
な
規
程

の
整
備
（
市
民
税
及
び
市
た
ば
こ
税

関
係
の
改
正
）
を
行
う
も
の
で
す
。

◇
平
成
22
年
度
竹
原
市
一
般
会
計

　

補
正
予
算

　

地
デ
ジ
難
視
聴
対
策
事
業
、
バ

ン
ブ
ー
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
照
明

整
備
事
業
ほ
か
、
新
た
に
実
施
す

る
必
要
が
生
じ
た
事
業
に
つ
い

て
、
７
，
５
６
９
万
６
千
円
を
計

上
す
る
も
の
で
す
。

な
っ
て
い
ま
す
。

①
医
療
保
険
分
（
0
歳
以
上
75
歳
未
満
）

②
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
（
0

　

歳
以
上
75
歳
未
満
）

③
介
護
保
険
分
（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
）

　

こ
の
う
ち
、
①
医
療
保
険
分
と

②
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
の
課

税
限
度
額
（
課
税
額
の
上
限
）
が

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成

22
年
度
か
ら
①
が
47
万
円
か
ら

50
万
円
へ
と
、
②
が
12
万
円
か
ら

13
万
円
へ
と
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
税
務
課
課
税
係
（
☎

22-

７
７
３
２
）
へ
。

口こ
う
て
い
え
き

蹄
疫
の
お
知
ら
せ

　

口
蹄
疫
は
、
牛
・
豚
等
の
偶
蹄

類
の
病
気
で
、
人
に
感
染
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
感
染
牛
の
肉
や
牛
乳

が
市
場
に
出
回
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
仮
に
感
染
牛
の
肉
や
牛

乳
を
摂
取
し
て
も
人
体
に
は
影
響

あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
口
蹄
疫
の
侵
入
防
止
・

防
疫
措
置
の
た
め
市
内
の
牛
の
肥

育
農
家
に
対
し
消
石
灰
を
配
布

し
、
消
毒
な
ど
防
疫
対
策
の
徹
底

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

産
業
振
興
課
農
政
水
産
係

　

☎
22-

７
７
４
５


